
佐賀県産業労働部産業政策課

「佐賀型 チャレンジ事業者 家賃支援金」

佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、国の家賃支援給付金の対象にならない事業
者等に対し、県独自の家賃支援金を交付します。

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続を下支えするために、地代・
家賃（賃料）の負担を軽減するために家賃支援金を給付するもの。

■ 給付額 法人は最大６００万円、個人事業者は最大３００万円

■ 給付対象者（以下の１～３を全て満たす事業者）
１．資本金１０億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

（医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象）

２．２０２０年５月から１２月の売上について、以下①②のいずれかに当てはまる
① いずれか１か月の売上が、前年同月比で ５０％以上減っている
② 連続する３か月の売上の合計が、前年同期比で ３０％以上減っている

３．自らの事業のために占有する土地・建物の賃借料を支払っている
※詳細は、家賃支援給付金のホームページをご確認ください。

国の家賃支援給付金制度とは

■ 支援額 法人は最大６００万円 個人事業者は最大３００万円 （国と同額）

■ 給付対象者
佐賀県内の土地又は建物を賃借して事業に使用しており、新型コロナウイルス感染症の拡大に
より特に大きな影響を受けている事業者のうち、以下の１～５を全て満たす事業者（個人の場
合は２～５）

１．法人の場合、資本金又は出資の額が１０億円未満
２．国の家賃支援給付金の対象とならず、今後も申請の予定がない
３．佐賀県内において２０２０年４月１日から４月３０日までの間に創業、または２０２０

年１月１日から４月３０日までの間に事業所等を拡大した
４. 次の①～③のいずれかに該当する
①「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けた
②創業等以降１２月までの任意の２つの月の売上を比べて、５０％以上減っている月がある
③創業等以降１２月までの任意の２つの連続する３か月の売上合計を比べて、

３０％以上減っている期間がある
５．２０２０年４月３０日時点で有効な賃貸借契約等が存在する

佐賀型チャレンジ事業者家賃支援金制度とは

県独自の制度では

国の家賃支援給付金の対象とならない事業者を支援します。

令和３年２月１２日まで（必着）

受付期間

佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度
相談センター 電話０９５２－２５－７４６２

申請書類や提出方法は裏面をご覧ください。

問い合わせ先

家



・佐賀型チャレンジ事業者家賃支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）

【添付書類】
①「事業者情報概要書」（様式１－１）…全ての申請者
②「対象事業者の要件確認書」（様式１－２）…全ての申請者
③「支援金額算定書」（様式１－３）…全ての申請者
④事業主または申請法人の代表者の本人確認書類（運転免許証の写し等）…全ての申請者
⑤開業届（個人）又は履歴事項全部証明書（法人）…全ての申請者
⑥佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金の交付決定通知書（写し）
…「佐賀型チャレンジ持続化支援金」の交付決定を受けている申請者

⑦事業収入の確認書類（創業等以降2020年12月までの売上台帳の写し）
…「佐賀型チャレンジ持続化支援金」の交付決定を受けていない申請者

⑧賃料等に係る賃貸借契約書等（写し）…全ての申請者
⑨申請日前１か月以内の賃借料支払いの証拠書類（写し）（領収書、通帳の支払記録など）
…全ての申請者

⑩誓約書…全ての申請者
⑪支援金の振り込み先口座通帳の写し…全ての申請者

申請書類 （裏面）

郵送のみ（感染拡大防止の観点から、持参に対する受付け対応はしておりません。）
〒840-8570 佐賀市城内一丁目１番５９号 佐賀県産業労働部産業政策課企画担当

※封筒表面に、「チャレンジ事業者家賃支援金」とご記載ください。

提出方法

詳細は、佐賀県ホームページでご確認ください。

佐賀型チャレンジ事業者家賃支援金交付申請書兼請求書に必要事項を記載の上、
添付書類を添えて、下記の送付先に郵送してください。

交付申請書の入手方法
◆佐賀県ホームページからダウンロード

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378421/index.html

※佐賀県産業労働部産業政策課の窓口にも設置します。

申請内容の確認
※書類に不備等があった場合は、内容確認のご連絡をさせて頂きます。

交付決定及び額の確定通知書を発送／ご登録の口座に入金

申 請

家


